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（令和７年度税制改

正に関する記述） 

・第２号被保険者（企業年金未加入者）の個人型年

金の拠出限度額：月額62,000円から他制度掛金相当

額および企業型年金の事業者掛金額を控除した額

（現行：月額20,000円） 

・第２号被保険者（企業年金未加入者）の個人型年金の

拠出限度額：月額62,000円（現行：月額23,000円） 

・第２号被保険者（企業年金加入者）の個人型年金の拠

出限度額：月額62,000円から他制度掛金相当額および企

業型年金の事業主掛金額を控除した額（現行：月額

20,000円） 

以上 

 


